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１ 会議名   令和４年 第９回教育委員会会議 会議録 

２ 開催日時    令和４年８月 18 日（木）午後２時 30 分～午後３時 17 分 

３ 開催場所  岩国市民文化会館 第一研修室 

４ 出席委員  教育長 守山 敏晴   

委 員 廣田 登志子、村尾 利勝、竹田 千恵、渡邉 博明 

５ 欠席委員  なし 

６ 会議出席者 

教育次長   ： 丸川 浩 

由宇支所長  ： 藤中 公子  周東支所長  ： 加藤 勝巳 

錦支所長   ： 下村 豊   美和支所長  ： 亀弘 典久 

教育政策課長 ： 仁田 誠彦   

教育政策課 英語教育推進室長  ： 村中 俊一郎 

学校教育課長 ： 林 隆之  学校教育課主幹 ： 田村 幸恵   

学校教育課 給食管理室長 ： 弘田 文利  

青少年課長 教育センター所長兼務 ： 倉本 敦 

文化財保護課長 岩国徴古館長兼務 ： 若林 久夫 

生涯学習課長 中央公民館長兼務  ： 岸井 清市 

中央図書館長 ： 山本 圭子  科学センター館長 ： 弘中 勝 

７ 会議従事職員   教育政策課 ： 大黒屋 誠、渡部 多津哉 

８ 会議録署名委員  廣田 登志子、竹田 千恵 

９ 議事日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 報告第 11 号  所管事項について 

  日程第３ 議案第 39 号 令和３年度決算認定について 

  日程第４ 議案第 40 号 令和４年度教育費９月補正予算の見積りについて 

  日程第５ 議案第 41 号 

令和５年度岩国市立小学校及び中学校において使用す

る学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択

について 

会議の大要 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ただいまから令和４年第９回岩国市教育委員会会議を開会します。 

はじめに、日程第１会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員は、廣田委員と竹田委員にお願いします。 

・本日の議題は、日程第２「報告第 11 号 所管事項について」、日程第３

「議案第 39 号 令和３年度決算認定について」、日程第４「議案第 40

号 令和４年度教育費９月補正予算の見積りについて」、日程第５「議

案第 41 号 令和５年度岩国市立小学校及び中学校において使用する学

校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択について」、以上でご

ざいます。それでは、日程第２「報告第 11 号 所管事項について」を

議題といたします。これにつきましては、協議会形式で進めたいと思い
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学校教育課長 

 

 

中央図書館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育政策課長 

 

 

教育長 

竹田委員 

 

中央図書館長 

 

竹田委員 

 

中央図書館長 

竹田委員 

廣田委員 

 

 

生涯学習課長 

 

 

廣田委員 

 

生涯学習課長 

 

 

廣田委員 

生涯学習課長 

ます。各担当部署から先に配布しております行事予定表について、補足

又は所管事項に関する懸案等がありましたら説明をお願いします。 

・９月予定に記載しておりますが、多くの学校で運動会・体育祭が実施さ

れますので、教育委員の皆様には可能な範囲で御出席をお願いいたしま

す。 

・お手元に配布した「スマホが貸出カードになります。」のチラシを御覧

ください。図書館で本を借りる際に図書利用券というカードを出してい

ただきますが、たまにお忘れになる方がいらっしゃいます。その場合に

免許証や保険証などの身分を証明するものを出していただきますが、い

つも携帯しているわけではないと思います。スマホは肌身離さず持って

おられる方が多いので、スマホがあればいつもどおり本を借りることが

できるサービスです。普段からスマホで閲覧や予約など利用されておら

れる方だととても簡単だと思います。そうでない方も一度お試しくださ

い。既に利用できる状態になっています。 

・ＰＬＡＴ ＡＢＣの入場者につきましては、イベントでの入場者を含め

て７月は 2,750 人で、一日平均 100 人程度に御利用いただいており、６

月に比べると若干多くなっています。 

・全体を通して、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・図書館について、スマホが貸出カードとして使えるというのは、図書利

用券を持っている方でないと利用できないのですか。 

・スマホに表示されるのは、今持っている利用券の拡大版で、同じ情報が

表示されます。ログインする際は、この利用券の番号でログインします。 

・利用券を持っていない人は、図書館に行って作ってから利用するという

ことですか。 

・そのようになります。 

・分かりました。 

・生涯学習課にお聞きします。中央公民館の建替えに伴い、図書館や出張

所など各部署はそれぞれ場所を確保して業務を移転しておられますが、

事務所はいつ頃に移転されますか。 

・事務所は９月 17 日の土曜日に移転作業を行いまして、月曜日が祝日で

すので、20 日の火曜日から市役所での事務を開始します。自治会や関係

団体には別途郵送で御案内を差し上げる予定にしております。 

・連絡先や電話番号をよく尋ねられるのですが、今までと変わらないです

か。 

・今までと地域が変わりますので電話番号も変わります。それも文書で御

案内を差し上げたいと思いますので、少しお待ちいただければと思いま

す。 

・生涯学習課の中に今の中央公民館の職員が配置されるんですよね。 

・すし詰めになると思いますが、どうにか入ります。 
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廣田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

村尾委員 

 

学校教育課長 

村尾委員 

学校教育課長 

村尾委員 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

村尾委員 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

村尾委員 

・市民会館を建替えた時には、市役所６階の部屋を一部屋借りられていま

したが。頑張ってください。 

・８月７日に、生涯学習課主催のイベント「童謡や唱歌を歌って心とから

だを元気に！」が市民文化会館でありました。コロナ禍なので、前回ま

では縮小や中止が多かったのですが、市民からの要望が強かったので、

今回は可能な範囲でやろうということで開催しました。参加者はとても

喜ばれており、市長も来られて挨拶に立っていただきましたが、とても

良い会になりました。生き甲斐は潰さないように、明るい心をもって生

きようということで生涯学習課は随分いろんな行事にチャレンジされ

ておられます。座席や会場のことなどいろいろ御苦労がおありかと思い

ますが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

・何もかもに規制をかけるわけにはいきませんので、コロナ対策を十分に

しながら可能な限り続けてまいりたいと考えておりますので、これから

もよろしくお願いいたします。 

・学校教育課にお尋ねします。修学旅行について、中学校で４月や５月に

行く学校はもう終わりましたか。 

・はい、終わっております。 

・まだの学校もありますか。 

・秋に予定している学校もあります。 

・新型コロナウイルス感染症について、山口県はかつてないほど感染者が

増え、2,000 人を超えた数で推移しています。８月に入ってから記録更

新が続いており、学校が始まったら今度は学校でのクラスターが危惧さ

れます。今のウイルスの型はこれまでより高熱が出る可能性が高く、熱

痙攣も今までに比べて可能性が高いというデータが出ています。今後の

推移を見てもまだ減りそうにないのですが、修学旅行など子供たちの記

憶に残る行事については、できるだけやらせてあげたいという気持ちも

あります。兼ね合いをどうするかも含めて現状を教えてください。 

・小学校は県内へ行くことが多いですが、中学校においては他県に出てい

くこともございますので、県内だけでなく他県の感染状況も考慮しなが

ら学校と学校教育課で協議をしながら進めてまいりたいと思っており

ます。 

・昨年は日帰りという形で修学旅行をやった学校もあります。状況をよく

見ながら、できるだけ子供たちの思い出に残る修学旅行にしてあげたい

という思いがあり、そのような対応をとった学校があります。他の行事

も同じですが、一生に一度しかない行事なので、学校と市教委が適切な

対応をとりながら、何らかの形で実施していただきたいと思います。 

・しっかり学校と協議をしながら、そのときの感染状況を見据えて実施し

ていきたいと思います。 

・それと集団感染についてですが、今まで以上に感染しやすいということ
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学校教育課長 

 

 

 

村尾委員 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

村尾委員 

渡邉委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

廣田委員 

 

青少年課長 

 

で、新学期に入ってもこのままの状況が続くと感染しやすくなります

し、特別な感染対策について何か手立てはありますか。 

・なかなか難しく、学校においてはこれまでも続けてきた基本的な感染症

対策を講じながら、例えば体育祭においては観戦人数を減らしたり、学

年によって演技の時間をずらしたりといった工夫をしながら進めてい

くように考えております。 

・学校は手洗いをしたり、感染が予想されるところについては消毒液で拭

くなど最大限の対策をしていますが、子供同士の接触が一番危惧される

のでそれをどう切り抜けていくか。低学年についても、低学年だからよ

いという感覚ではなく、飛沫を飛ばさないよう徹底して、基本的な感染

対策を守るように指導していかなければならないと思うのですが、いか

がですか。 

・新学期を迎えるに当たって、しっかり各学校に周知徹底してまいりたい

と思います。 

・学校クラスターにならないよう対策を練ってください。 

・先日、中学３年生の家庭に伺う機会があり、その際に知ったのですが、

夏休みにタブレットを家庭に持ち帰っていますが、家庭内にＷｉ-Ｆｉ

環境が整っていないそうです。生徒本人と保護者との会話が少なく、ま

た保護者も学校とのやりとりが難しい家庭です。生徒本人は先生との会

話ではうなずいて返事をするだけで会話が成り立ちません。新型コロナ

ウイルス感染症が学校で広がり家庭学習になったとき、家庭でタブレッ

トを使った授業が受けられない環境もあると思います。そういった家庭

は市内でほかにもある気がします。先生が生徒の前で、「Ｗｉ－Ｆｉに

ちゃんとつながっていますか」という質問をすることがあるかもしれま

せん。その時に「つながっていません」と言える生徒ならいいですが、

そうでないとそのまま事が進んでいき、取り残される家庭が出てくると

思います。できれば各学校で家庭のＷｉ-Ｆｉ環境の確認を徹底してく

ださい。学校が始まったときに一度家に持ち帰り、タブレットで出席確

認をするなどの仕組みづくりをしていただければ、万が一のときも対応

ができるかと思います。取り残される生徒もいなくなると思います。 

・各学校の各家庭にＷｉ-Ｆｉ環境があるかどうかにつきましては調査を

しておりますので、学校では把握しております。しかし家庭によっては

Ｗｉ-Ｆｉ環境を整えられていない家庭も多くありますので、これまで

やってきたようにＩＣＴ機器だけではなく、紙媒体や電話などを使いな

がら、差が生じないように対応してまいりたいと思っております。 

・教育センターにお聞きします。夏休みもあと２週間足らずになりました

が、今まで大きな事故や懸案事項はありませんでしたか。 

・命にかかわるような事案は今のところ情報は入ってきておりません。残

り２週間、何事もなければいいなと願っております。 
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廣田委員 

 

 

 

青少年課長 

 

 

 

廣田委員 

 

 

教育長 

 

 

 

各委員 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

教育政策課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・不登校の関係ですが、なかなか学校に行けない子供たちにとっては、学

期始めの取っ掛かりがとても重要になるので、その１週間ほど前から声

掛けをしたりするのが、今までの実践経験で有効であったと思います。

何かされていますか。 

・学校になかなか来れない児童生徒に対して、夏休みが明ける１週間ほど

前から電話をしています。今までも連絡はとっていますが、声掛けや家

庭訪問をして２学期の良いスタートが切れるように、各学校にはお願い

をしています。 

・そういう子供たちにとっては、何でもない日常的なことでもハードルが

高いことがあるので、繊細な部分をしっかり救ってあげてください。す

ばらしい指導員が各支援教室にはおられますのでお願いします。 

・別にないようでしたら、以上で報告第 11 号を終わります。 

・次に、日程第３「議案第 39 号令和３年度決算認定について」を議題と

いたします。なお、これ以降の日程については、公表までの間、議事に

ついては非公開としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、日程第３以降は、非公開といたします。 

・それでは非公開として議事を進めてまいりますので、関係者以外の方は

退出をお願いします。 

 

＜傍聴人退席＞ 

 

・それでは教育政策課から説明をお願いします。 

・議案第 39 号 令和３年度決算認定について説明いたします。地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定により、別紙のとおり市

議会に提出するに当たり、教育委員会の意見を求めるものです。資料は、

「令和３年度主要な施策の成果 岩国市教育委員会所管分」となってお

ります。これは、市長部局において作成される「主要な施策の成果」の

中の教育委員会所管分を抜粋したもので、決算の主な内容をまとめたも

のです。内容を簡単に御説明いたします。 

・１ページの２款総務費です。特定防衛施設周辺整備費といたしまして、

まず８文教施設整備事業費の教育委員会分の決算額は、合計で 2,495 万

円です。こちらは、小・中学校の空調の維持管理費になります。次の９

教育振興支援事業費の決算額は、11 億 1,021 万 3,000 円で、事業内容は

小・中学校の学校給食の運営に関する費用となります。次に、再編関連

特別事業費ですが、決算額は、３億 9,960 万 8,000 円です。主な事業内

容は、小中学校タブレット端末等維持管理費、岩国学校給食センター管

理運営費、（仮称）英語交流のまち推進センター整備事業などです。 

・続きまして、２ページ、10 款 教育費になります。まず、教育総務費で
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すが、決算額は、５億 8,522 万 7,000 円です。内訳は、職員給与費や本

郷山村留学センター管理運営費等になります。 

・次に小学校費です。決算額は、15 億 1,679 万 1,000 円です。 

まず、１学校管理費は、職員給与費や光熱水費等になります。２教育振

興費は、教育備品整備費、就学援助費等となっております。続いて３ペ

ージの３学校営繕費は、浄化槽等の維持管理費、樹木伐採等の委託費、

施設の修繕費等となっております。４学校施設整備費は、トイレの改修

工事費や特別教室空調設備整備工事等になります。次に、５学校建設事

業費は、４ページにかけてですが、東小・中学校施設整備事業と灘小学

校屋内運動場改築事業です。 

・続いて中学校費です。決算額は、５億 7,554 万 8,000 円です。 

１学校管理費は、職員給与費や光熱水費等、２教育振興費は、教育備品

整備費、就学援助費等となっております。次の５ページの３学校営繕費

は、施設の修繕費等です。４学校施設整備費は、トイレ改修工事費や特

別教室空調設備工事費等となっております。 

・次に、幼稚園費です。決算額は、3,308 万 2,000 円で、市立幼稚園の管

理運営費になります。 

・次に６ページ、社会教育費です。教育委員会分の決算額は、10 億 3,733

万円です。 

１社会教育総務費は、ＰＴＡ連合会補助金等の社会教育事業や、文化講

演会等の生涯学習事業費、「とどける」家庭教育支援事業費などになり

ます。２文化財保護費は、７ページにかけてですが、文化財保護事業、

遺跡発掘調査事業費、岩国シロヘビの館運営費、オオサンショウウオ再

生事業費などになります。続いて、３社会教育施設管理費は、玖珂こど

もの館の管理費等となっております。４青少年対策費は青少年育成セン

ター関係費等です。次に、５公民館費です。公民館管理運営費や各種講

座の開催事業費、また、中央公民館の建替えに関する事業費等になりま

す。８ページから９ページにかけて、各種講座の開催状況等の一覧を掲

載しております。次に、６図書館費です。書籍購入費や図書館運営費、

10 ページには、電子図書館導入事業、また、図書館の利用状況も掲載し

ております。続いて、7 教育資料館費は教育資料館及び歴史民俗資料館

の運営費です。11 ページ、８徴古館費は展示会や講座等の開催運営費、

博物館整備事業費などです。続いて 12 ページ、９科学センター費です。

施設運営費や各種教室開催事業等になります。 

・次に、教育諸費です。決算額は、９億 768 万 5,000 円です。 

１学校指導費は、英語教育推進事業、特別支援教育支援員配置事業、読

書活動豊かな心育成事業、日本語指導支援員配置事業、教員業務アシス

タント配置事業費などになります。13 ページの２学校給食費は、西部学

校給食センター管理費や学校給食調理業務等民間委託事業費等になり
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ます。続いて、３学校保健管理費、４特別支援学級費です。14 ページは

５奨学金貸付事業費となっております。６教育センター費は、センター

管理運営費、問題を抱える子ども等の自立支援事業、教育センター駐車

場拡張事業費等となっております。最後に、7 教育振興費です。英語交

流のまちＩｗａｋｕｎｉ推進事業、小中学校ＩＣＴ推進事業になりま

す。説明は以上でございます。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・図書館にお聞きします。電子図書館の運用が今年度から開始しましたが、

書籍の購入費は今までより上がりましたか、それとも下がりましたか。 

・ほぼ横ばいです。電子図書館の書籍コンテンツは使用料になりますので、

購入費には計上されていません。 

・電子図書館の運用があっても紙媒体は今までどおり購入していくという

お考えですよね。本を借りられる方は多いですか。 

・借りる方は年々減っています。 

・雑誌の種類が以前より少なくなったと感じていますが、いかがですか。 

・多少は減っているかもしれません。休刊や廃刊となったものが結構ある

ので、その分またリクエストに応えて入れています。 

・高齢者の方が結構書架のコーナーで読まれてますよね。分かりました。 

・３年生の社会の副読本である「わたしたちの岩国」は、どこが監修をし

ていますか。今まで教育センターが行っていた業務を学校教育課が行っ

ているのですか。 

・学校教育課で行っています。 

・編集は学校教育課が責任をもってやっているのですか。 

・そうです。毎年少しずつ変わるのですが、小学校の教育研究会の社会科

部会にお力添えをいただきながら改訂をしています。 

・社会科部会が中心になって指導主事がついて編集作業をするわけですよ

ね。前にも言いましたが、そのデジタル化はできませんか。写真はすぐ

にデジタル化できます。それを活用していろんな方面から見せてほしい

という要望もあるので、そういったときに電子化された「わたしたちの

岩国」をアップロードしたらすぐ見れるので、学習者にとっても便利で

はないかと思います。そのような方向性をもつのはどうですか。 

・小学校においても算数や国語などの教科書がデジタル化している中で一

つの方策だと思いますので、前向きに検討できたらと思っています。 

・そうすると予算化もしなければいけませんし、写真も私たちの先人の写

真がありますが、それもすぐにアップできると思います。一般の人も見

やすいですし、活用がしやすいと思います。また、学習するにしても、

分厚い本ではなくすぐにタブレットで見られるというメリットもあり

ます。コロナ禍でなかなか社会見学ができませんが、ビデオを撮ったも

のを流すこともできますから、それも含めて検討してください。動画化
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ができる部分については写真だけではなく動画もつけたら、例えば錦町

からわざわざ岩国まで出なくてもいいので補填できます。 

・令和３年度の「わたしたちの岩国」は電子図書館にあります。 

・あるんですか。 

・あります。学校教育課と協議しました。 

・それを学校側によく知らせてください。活用するときにはタブレットか

らでも見られますか。 

・独自資料になりますので見れます。 

・原本があれば、それを部分修正するときには見やすいですし、毎年編集

できますよね。 

・データをいただくように調整いたします。 

・活用されていませんね。 

・周知が足りず申し訳ありません。 

・こちらの周知が足りませんでした。 

・周知徹底して、ぜひ電子図書を授業で活用してください。 

・別にないようでしたら議案第 39 号は原案のとおり決することに御異議

ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 39 号は原案のとおり決します。 

・次に日程第４「議案第 40 号 令和４年度教育費９月補正予算の見積りに

ついて」を議題といたします。それでは担当課から説明をお願いします。 

・学校教育課です。歳出から御説明させていただきます。 

・まず教育振興支援事業費について、これは学校給食の食材価格の高騰が

続く中、栄養価を損なわない小・中学校の給食を提供するため、食材料

費として、1,641 万円を計上しております。 

・次に学校施設等整備事業費について、岩国学校給食センターでは市内

小・中学校８校に向けて、１日当たり 2,600 食の給食を提供しています。

平成 22 年９月に供用開始し、12 年が経過していることから、機械設備

や調理機器などにも不具合が出始めております。毎年点検を行い、点検

業者のアドバイスの下、優先順位を付けて修繕を行っておりますが、今

年度は年度当初から予定にない修繕が続いたことから、修繕料として

134 万 1,000 円を計上しております。 

・次に幼稚園費について、公立幼稚園である玖珂幼稚園について、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、マスク、消毒液などの

消耗品費として 30 万 2,000 円、備品購入費として 19 万 9,000 円を計上

しております。事業費の１/２は、国の補助金が充てられます。また、

幼稚園副食費等物価高騰緊急対策事業として、４万 6,000 円を計上して

おります。これは、玖珂幼稚園に給食を提供するに当たり、食材価格の

高騰が続く中、保護者への新たな負担を生じさせないことを目的とし
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て、賄材料費を増額するものです。これは、コロナ禍における原油価格・

物価高騰対応分として、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金」が充当される見込みです。 

・続きまして歳入についてですが、先ほど歳出で御説明しました玖珂幼稚

園のコロナ対策経費について、経費の１/２にあたる 25 万円を「教育支

援体制整備事業費交付金」として計上しております。 

・小中学校学校給食運営事業の賄材料費について、学校給食運営基金積立

金を取り崩し、繰入金として 1,187 万 3,000 円を計上、また小・中学校

教員や高森みどり中学校など給食費徴収金を学校給食費雑入として、

190 万 6,000 円を計上しております。 

・続きまして債務負担行為です。業務期間の満了に伴い、今年度中に契約

を行う業務について設定するものです。西部学校給食センター給食調理

等業務については、令和７年度までで上限額１億 9,170 万 6,000 円。麻

里布小学校、愛宕小学校、灘小学校、東小・中学校の岩国学校給食調理

等業務については、令和７年度までで上限額２億 8,282 万 5,000 円の債

務負担行為をそれぞれ設定いたします。以上です。 

・歳出について、公民館の備品購入費、一般備品に 20 万円の増額補正を

計上しております。中央公民館の共催団体で以前から活動されている草

樹会様から、会費が貯まる一方で使い道がないため、公民館に貢献でき

る活用方法があったらということで寄附の申し出がございました。相談

される中で、形になるものをということで、少年少女合唱団のステージ

衣装の購入費として御寄附をいただくことになりました。 

・続きまして歳入ですが、こちらにつきましては今お話ししました寄附に

伴う歳入を計上しております。以上です。 

・歳出につきまして、備品購入費に５万円予算計上しております。これは

三井化学株式会社岩国大竹工場様から、平成 20 年度より近隣地域との

より一層の連携強化と青少年の育成及び科学への興味振興を図ること

を目的に、毎年図書購入費として御寄附いただいているものです。次に

歳入ですが、社会教育費寄附金として同額予算計上しており、この予算

で科学の図書を購入するものです。以上です。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・別にないようでしたら議案第 40 号は原案のとおり決することに御異議

ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 40 号は原案のとおり決します。 

・次に日程第５「議案第 41 号 令和５年度岩国市立小学校及び中学校にお

いて使用する学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択につ

いて」を議題といたします。学校教育課から説明をお願いします。 

・令和５年度岩国市立小学校及び中学校において使用する学校教育法附則
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第９条に規定する教科用図書の採択について御説明いたします。 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 13 条の規定に

より、岩国市立小学校及び中学校において令和５年度に使用する教科書

について、別添のとおり教育委員会の承認を求めるものです。これは

小・中学校の特別支援学級でそれぞれの学校で採択された教科書になり

ます。御審議のほどよろしくお願いします。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・別にないようでしたら議案第 41 号は原案のとおり決することに御異議

ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 41 号は原案のとおり決します。 

・本日の議題は以上でございます。それでは、次回の教育委員会会議の日

程について、事務局からお願いします。 

・次回の定例会は令和４年９月 27 日火曜日、本庁２階 特別会議室にて 14

時から所属長会議を、14 時 30 分から教育委員会会議を開催いたします。 

・これをもちまして、令和４年第９回岩国市教育委員会会議を終了します。  
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